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長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
我
が
国
が
保
有
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
我
が
国
が
保
有
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
一
日
に
公
表
さ
れ
た
「
我
が
国
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
管
理
状
況
」
に
お
け
る
「
国
内
に
保
管
中
の

分
離
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
」
及
び
「
海
外
に
保
管
中
の
分
離
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
」
（
以
下
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
「
分
離
プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
」
と
い
う
。
）
約
四
十
七
・
八
ト
ン
の
う
ち
、
電
気
事
業
者
が
国
内
の
原
子
力
発
電
所
及
び
日
本
原
燃
株
式
会
社
の
再
処

理
施
設
並
び
に
イ
ギ
リ
ス
及
び
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
保
管
す
る
分
離
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
約
四
十
三
・
一
ト
ン
に
つ
い
て
は
、
実

用
発
電
用
原
子
炉
に
お
い
て
、
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
一

部
に
つ
い
て
は
、
研
究
開
発
用
と
し
て
、
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
（
以
下
「
原
子
力
機
構
」
と
い

う
。
）
に
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
残
り
の
分
離
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
約
四
・
七
ト
ン
に
つ
い

て
は
、
原
子
力
機
構
等
が
保
管
し
て
お
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
等
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
も
の
と
承
知
し

て
い
る
。


